
訪問介護事業所支援事業費補助金交付要綱 新旧対照表 

 

改正後（新） 現行（旧） 

 

第１条 （略） 

 

（補助対象経費、補助率及び上限） 

第２条 前条の補助金の交付の対象となる経費、補助率及び上限は次のとお

りとする。 

（１）補助対象経費 

   ア 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 

     事業所における経験年数の長いホームヘルパーが、一定期間、経 

験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のないホ 

ームヘルパーに同行し、訪問介護サービスの質の確保を図るための 

技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費を対象とす 

る。 

   イ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 

     事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの 

開設・改修に係る経費や広報宣材（リーフレット、チラシ等）の作 

成・印刷等の広報に要する経費を対象とする。 

（２）補助率及び上限 

   ア 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 

 

 

 

第１条 （略） 

 

（補助対象経費、補助率及び上限） 

第２条 前条の補助金の交付の対象となる経費、補助率及び上限は次のと 

おりとする。 

一 補助対象経費 

（新設） 

   事業所における経験年数の長いホームヘルパーが、一定期間、経験 

年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のないホームヘ 

ルパーに同行し、訪問介護サービスの質の確保を図るための技能・技 

術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費を対象とする。 

 

（新設） 

 

 

 

二 補助率及び上限 

（新設） 

 

 



改正後（新） 現行（旧） 

 

 

 ※中山間地域等（「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成 

二十一年厚生労働省告示第八十三号）」の第一号に定める地域をい 

う。）及び離島等地域（「厚生労働大臣が定める地域（平成二十四年 

厚生労働省告示第百二十号）」）に掲げる地域をいう。） 

イ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 

    実支出額と次に掲げる補助基準額を比較して少ない方の額とす 

る。 

 

２ 前項の規定に関わらず、次の場合については、交付対象外とする。 

 （１）経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 

ア 訪問介護サービスの提供時間が 20分未満の場合 

   イ 訪問介護サービスの提供場所が老人福祉法に規定する養護老人

ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム、高齢者の居住の安定

確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の場合 

 （２）介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 

   訪問介護事業所以外の広報に要する経費 

 

 

 

 

 ※中山間地域等（「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成 

二十一年厚生労働省告示第八十三号）」の第一号に定める地域をい

う。）及び離島等地域（「厚生労働大臣が定める地域（平成二十四年

厚生労働省告示第百二十号）」）に掲げる地域をいう。） 

（新設） 

 

 

 

 

２ 前項の規定に関わらず、次の場合については、交付対象外とする。 

（新設） 

 一 訪問介護サービスの提供時間が 20 分未満の場合 

 二 訪問介護サービスの提供場所が老人福祉法に規定する養護老人 

ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム、高齢者の居住の安定 

確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の場合 

 （新設） 

 

 



改正後（新） 現行（旧） 

 

附則 

 この要綱は、令和６年度の予算に係る訪問介護事業所支援事業費補助金 

から適用する。 

 この要綱は、令和７年度の予算に係る訪問介護事業所支援事業費補助金 

から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

 この要綱は、令和６年度の予算に係る訪問介護事業所支援事業費補助金 

から適用する。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後（新） 現行（旧） 

  



改正後（新） 現行（旧） 

 

（新設） 
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